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昭和⼆⼗六年法律第百四⼗四号
農産物検査法

（⽬的）
第⼀条 この法律は、農産物検査の制度を設けるとともに、その適正かつ確実な実
施を確保するための措置を講ずることにより、農産物の公正かつ円滑な取引とそ
の品質の改善とを助⻑し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄
与することを⽬的とする。

（定義）
第⼆条 この法律において「農産物検査」とは、品位等検査及び成分検査をいう。
２ この法律において「農産物」とは、⽶穀、⻨（⼩⻨、⼤⻨及びはだか⻨をい
う。以下同じ。）その他政令で定める農産物（農産物を原料⼜は材料として製造
し、⼜は加⼯したもので政令で定めるものを含む。）をいう。

３ この法律において「品位等検査」とは、第⼗七条第⼀項第⼀号に掲げる検査の
区分に係る登録検査機関が、農林⽔産省令で定めるところにより、第⼗⼀条第⼀
項の農産物検査規格に基づいて⾏う同号に掲げる検査をいう。

４ この法律において「成分検査」とは、第⼗七条第⼀項第⼆号に掲げる検査の区
分に係る登録検査機関が、農林⽔産省令で定めるところにより、第⼗⼀条第⼀項
の農産物検査規格に基づいて⾏う同号に掲げる検査をいう。

５ この法律において「登録検査機関」とは、第⼗七条第⼆項の規定により農林⽔
産⼤⾂の登録を受けた法⼈をいう。

（⽶穀の⽣産者に係る品位等検査）
第三条 ⽶穀の⽣産者は、その⽣産した⽶穀について品位等検査を受けることがで
きる。

（⽶穀の輸⼊者に係る品位等検査）
第四条 ⽶穀の輸⼊を業として⾏う者（以下「輸⼊業者」という。）は、その輸⼊
した⽶穀について品位等検査を受けることができる。

（⽶穀の売買取引業者等に係る品位等検査）
第五条 ⽶穀の売買取引⼜は加⼯を業として⾏う者（以下「売買取引業者等」とい
う。）は、その所有し、⼜は占有する⽶穀で品位等検査を受けていないものにつ
いて品位等検査を受けることができる。

２ ⽶穀の売買取引業者等は、その所有し、⼜は占有する⽶穀で品位等検査を受け
たものについて、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる⽇以後において、品
位等検査（量⽬及び品位についての検査に限る。）を受けることができる。
⼀ 輸⼊に係る⽶穀 第⼗三条第⼀項の規定により表⽰され、⼜は記載された検
査年⽉⽇（この項の品位等検査に係るものを除く。）から起算して農林⽔産省
令で定める期間を経過した⽇
⼆ その他の⽶穀 その⽣産された年の翌年の農林⽔産省令で定める⽇

（⻨の⽣産者に係る品位等検査）



2023/09/29 14:36 農産物検査法 | e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000144 2/16

第六条 ⻨の⽣産者は、その⽣産した⻨について品位等検査を受けることができ
る。

（⻨の輸⼊者に係る品位等検査）
第七条 ⻨の輸⼊業者は、その輸⼊した⻨について品位等検査を受けることができ
る。

（準⽤）
第⼋条 第五条第⼀項の規定は、⻨について準⽤する。

（⽶⻨以外の農産物に係る品位等検査）
第九条 ⽶穀⼜は⻨以外の農産物の⽣産者、輸⼊業者⼜は売買取引業者等は、その
所有し、⼜は占有する農産物について品位等検査を受けることができる。

（成分検査）
第⼗条 農産物のうち政令で定めるものの⽣産者、輸⼊業者⼜は売買取引業者等
は、その所有し、⼜は占有する当該農産物について成分検査を受けることができ
る。

（農産物検査規格）
第⼗⼀条 農林⽔産⼤⾂は、農産物の種類及び銘柄ごとに、その量⽬、荷造り及び
包装並びに品位及び成分についての規格（以下この条及び第三⼗三条第⼀項にお
いて「農産物検査規格」という。）を定める。

２ 農林⽔産⼤⾂は、農産物検査規格を設定し、変更し、⼜は廃⽌しようとすると
きは、その施⾏期⽇を定め、その期⽇の三⼗⽇前までにこれを公⽰しなければな
らない。ただし、災害その他やむを得ない理由により農林⽔産⼤⾂が必要がある
と認めるときは、公⽰の⽇から施⾏期⽇までの期間を短縮することができる。

３ 農林⽔産⼤⾂は、農産物検査規格を設定し、変更し、⼜は廃⽌しようとすると
きは、農産物の検査等に関し学識経験を有する者及び関係者の意⾒を聴くものと
する。

（受検者の⽴会い）
第⼗⼆条 品位等検査を受けようとする者⼜はその代理⼈は、品位等検査の実施に
⽴ち会うことができる。

（検査証明）
第⼗三条 登録検査機関は、農産物検査を⾏つたときは、農林⽔産省令で定めると
ころにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年⽉⽇、農産物検査の結果
その他必要な事項を表⽰し、⼜は当該農産物検査を請求した者（第⼗六条におい
て「受検者」という。）にこれらの事項を記載した検査証明書を交付しなければ
ならない。

２ 何⼈も、農産物の包装⼜は票せんに、前項の表⽰と紛らわしい表⽰を付しては
ならない。

３ 第⼀項の規定による表⽰の付してある包装は、その表⽰を除去し、⼜は抹消し
た後でなければ、再び農産物の包装として使⽤してはならない。

（⽣産者に係る品位等検査を⾏う者の特定等）
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第⼗四条 第三条、第六条及び第九条の品位等検査であつて、農産物の⽣産者から
の請求により⾏うものについては、当該⽣産者の住所地⼜は検査を受けようとす
る農産物の⽣産地を農産物検査を⾏う区域に含む登録検査機関以外の登録検査機
関は⾏うことができない。

２ 登録検査機関は、第五条第⼀項（第⼋条において準⽤する場合を含む。）、第
九条及び次条第⼆項の品位等検査であつて、農産物の売買取引業者等からの請求
により⾏うものについては、農林⽔産省令で定める場合を除き、銘柄についての
検査を⾏うことができない。

（検査の失効）
第⼗五条 農産物検査を受けた農産物は、次の各号のいずれかに該当する場合に
は、その該当するに⾄つた時以後、農産物検査（第三号に該当する場合にあつて
は品位等検査、第四号に該当する場合にあつては同号の品位等検査を受ける前に
受けた品位等検査に係る量⽬及び品位についての検査）を受けていないものとみ
なす。ただし、第⼆⼗三条の規定による命令に基づき、表⽰⼜は検査証明書の記
載が改められた場合は、この限りでない。
⼀ 第⼗三条第⼀項の規定による表⽰が失われ、抹消され、改められ、⼜は不明
となつた場合
⼆ 第⼗三条第⼀項の規定により交付された検査証明書が失われ、⼜はその記載
が抹消され、改められ、若しくは不明となつた場合
三 もみ、⽞⽶⼜は精⽶の区分に変更が⽣じた場合
四 第五条第⼆項（第三⼗四条第三項において準⽤する場合を含む。）の品位等
検査に係る第⼗三条第⼀項の規定による表⽰が付され、⼜は同項の検査証明書
が交付された場合

２ 第三⼗四条第⼀項の品位等検査を受けた⻨であつて、前項第⼀号⼜は第⼆号に
掲げる場合に該当するため農産物検査を受けていないものとみなされたものを売
り渡し、⼜はその売渡しを委託しようとする売買取引業者等は、その売渡し⼜は
売渡しの委託前に品位等検査を受けなければならない。

（不正受検に対する処置）
第⼗六条 農林⽔産⼤⾂は、受検者が不正な⼿段により農産物検査を受けた事実が
明らかとなつたときは、その職員に、その農産物につき、第⼗三条第⼀項の規定
による表⽰を除去させ、若しくは抹消させ、⼜は検査証明書の返還を求めさせる
ことができる。

（登録検査機関の登録）
第⼗七条 登録検査機関の登録を受けようとする者は、農林⽔産省令で定める⼿続
に従い、次に掲げる検査の区分により、農林⽔産⼤⾂に登録の申請をしなければ
ならない。
⼀ 農産物の種類及び銘柄、量⽬、荷造り及び包装並びに品位についての検査
⼆ 農産物の成分についての検査

２ 農林⽔産⼤⾂は、前項の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適
合していると認められるとき（同項第⼀号の検査の区分に係る登録の申請にあつ
ては、都道府県の区域ごとに第⼀号及び第⼆号に掲げる要件に適合している場合
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に限る。）は、農林⽔産省令で定めるところにより、その登録をしなければなら
ない。
⼀ 農産物検査を適確に⾏うために必要な知識及び技能を有する者として農林⽔
産省令で定めるものが農産物検査を実施し、その数が農林⽔産省令で定める数
以上であること。
⼆ 農林⽔産省令で定める機械器具その他の設備を⽤いて農産物検査を⾏うもの
であること。
三 農産物検査の業務を適確かつ円滑に⾏うに必要な経理的基礎を有する法⼈で
あること。
四 農産物検査の業務の公正な実施を確保するため必要な体制が整備されている
こと。

３ 次の各号のいずれかに該当する法⼈は、登録検査機関の登録を受けることがで
きない。
⼀ その法⼈⼜はその業務を⾏う役員がこの法律⼜は主要⾷糧の需給及び価格の
安定に関する法律（平成六年法律第百⼗三号）の規定により罰⾦以上の刑に処
せられ、その執⾏を終わり、⼜はその執⾏を受けることのなくなつた⽇から⼀
年を経過しないもの
⼆ 第⼆⼗四条第⼀項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消
しの⽇から⼀年を経過しない法⼈
三 第⼆⼗四条第⼀項から第三項までの規定による登録の取消しの⽇前三⼗⽇以
内にその取消しに係る法⼈の業務を⾏う役員であつた者でその取消しの⽇から
⼀年を経過しないものが業務を⾏う役員となつている法⼈

４ 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して⾏う。
⼀ 登録年⽉⽇及び登録番号
⼆ 登録検査機関の名称、代表者の⽒名及び主たる事務所の所在地
三 登録検査機関が農産物検査を⾏う農産物の種類
四 登録の区分
五 登録検査機関が農産物検査を⾏う区域
六 第⼆⼗⼋条の規定により業務の委託をし、⼜は委託を受ける場合にあつて
は、当該委託に係る契約の相⼿⽅である登録検査機関の名称、代表者の⽒名及
び主たる事務所の所在地
七 農産物検査を⾏う農産物検査員（第⼆項第⼀号に規定する者をいう。第⼆⼗
条において同じ。）の⽒名その他農林⽔産省令で定める事項

５ 品位等検査に係る登録の申請に係る前項第五号の農産物検査を⾏う区域は、都
道府県の区域を単位とするものでなければならない。

６ 農林⽔産⼤⾂は、第⼆項の登録をしたときは、遅滞なく、第四項に掲げる事項
を公⽰しなければならない。

７ 登録検査機関は、第四項第⼆号、第六号⼜は第七号に掲げる事項を変更したと
きは、遅滞なく、その旨を農林⽔産⼤⾂に届け出なければならない。

８ 登録検査機関は、農産物検査の業務の全部若しくは⼀部を休⽌し、⼜は廃⽌し
ようとするときは、農林⽔産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を
農林⽔産⼤⾂に届け出なければならない。
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９ 農林⽔産⼤⾂は、前⼆項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公⽰しな
ければならない。

（登録の更新）
第⼗⼋条 登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更
新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効⼒を失う。

２ 前項の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の⼿数料を
納付しなければならない。

３ 前条第⼀項から第六項までの規定は、第⼀項の更新について準⽤する。
４ 農林⽔産⼤⾂は、第⼀項の規定により登録検査機関の登録が効⼒を失つたとき
は、遅滞なく、その旨を公⽰しなければならない。

（変更登録）
第⼗九条 登録検査機関は、第⼗七条第四項第三号から第五号までに掲げる事項を
変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。

２ 前項の変更登録を受けようとする者は、農林⽔産省令で定める⼿続に従い、農
林⽔産⼤⾂に変更登録の申請をしなければならない。

３ 第⼗七条第⼆項から第六項までの規定は、第⼀項の変更登録について準⽤す
る。

（農産物検査の義務等）
第⼆⼗条 登録検査機関は、農産物検査を⾏うべきことを求められたときは、正当
な理由がある場合を除き、遅滞なく、農産物検査を⾏わなければならない。

２ 農産物検査員は、公正かつ誠実にその職務を⾏わなければならない。
３ 登録検査機関は、農産物検査員が農産物検査を実施したときは、農林⽔産省令
で定めるところにより、遅滞なく、農林⽔産省令で定める事項を農林⽔産⼤⾂に
報告しなければならない。

（業務規程）
第⼆⼗⼀条 登録検査機関は、農産物検査の業務の開始前に、農産物検査の業務の
実施⽅法、検査⼿数料に関する事項その他の農林⽔産省令で定める事項を内容と
する業務規程を定め、農林⽔産⼤⾂に届け出なければならない。これを変更した
ときも、同様とする。

２ 農林⽔産⼤⾂は、前項の規定による届出に係る業務規程が農産物検査の適正か
つ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきこと
を命ずることができる。

（適合命令）
第⼆⼗⼆条 農林⽔産⼤⾂は、登録検査機関が第⼗七条第⼆項各号のいずれかに適
合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合
するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（改善命令）
第⼆⼗三条 農林⽔産⼤⾂は、登録検査機関が第⼆⼗条の規定に違反していると認
めるとき、⼜は登録検査機関が⾏う農産物検査若しくは第⼗三条第⼀項の規定に
よる表⽰若しくは検査証明書の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査
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機関に対し、農産物検査を⾏うべきこと⼜は農産物検査の⽅法その他の業務の⽅
法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（登録の取消し等）
第⼆⼗四条 農林⽔産⼤⾂は、登録検査機関が第⼗七条第三項第⼀号⼜は第三号に
該当するに⾄つたときは、その登録を取り消さなければならない。

２ 農林⽔産⼤⾂は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その
登録を取り消し、⼜は⼀年以内の期間を定めて農産物検査の業務の停⽌を命ずる
ことができる。
⼀ 第⼆⼗⼀条第⼀項の規定による届出に係る業務規程によらないで農産物検査
を⾏つたとき。
⼆ 不正の⼿段により第⼗七条第⼆項の登録⼜は第⼗九条第⼀項の変更登録を受
けたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定⼜はこれらの規定に基づく処
分に違反したとき。

３ 農林⽔産⼤⾂は、前⼆項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由
がないのに、その登録を受けた⽇から⼀年を経過してもなお農産物検査の業務を
開始せず、⼜は⼀年以上継続して農産物検査の業務を停⽌したときは、その登録
を取り消すことができる。

４ 農林⽔産⼤⾂は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を
公⽰しなければならない。

（帳簿の記載）
第⼆⼗五条 登録検査機関は、農林⽔産省令で定めるところにより、帳簿を備え、
これに農産物検査に関し農林⽔産省令で定める事項を記載し、これを保存しなけ
ればならない。

（農産物検査規格登録検査機関という名称の使⽤の禁⽌）
第⼆⼗六条 登録検査機関でない者は、農産物検査規格登録検査機関という名称⼜
はこれに紛らわしい名称を⽤いてはならない。

（照会）
第⼆⼗七条 登録検査機関は、品位等検査の適正な実施のため必要な事項につい
て、地⽅農政局⻑、北海道農政事務所⻑その他の政令で定める⾏政機関に照会す
ることができる。この場合において、当該⾏政機関は、当該照会をした登録検査
機関に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。

２ 登録検査機関は、前項の⾏政機関以外の者で、品位等検査の適正な実施のため
必要な事項に関する情報を有するものとして政令で定めるものに対しても、照会
をすることができる。

（業務の委託）
第⼆⼗⼋条 第⼗七条第⼀項第⼆号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関は、農
林⽔産省令で定めるところにより、成分検査に関する業務のうち試料の分析の業
務及びその分析の結果に基づいて⾏う検査証明の業務以外のものを他の登録検査
機関に委託することができる。

（情報の提供）
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第⼆⼗九条 国は、農産物の公正かつ円滑な取引及びその品質の改善に資するた
め、農産物検査の結果その他農産物検査に関する情報の提供に努めなければなら
ない。

（報告の徴収）
第三⼗条 農林⽔産⼤⾂は、この法律の施⾏に必要な限度において、農産物の⽣産
者、輸⼊業者、売買取引業者等⼜は倉庫業者に対し、その業務の状況に関し報告
をさせることができる。

２ 農林⽔産⼤⾂は、第⼆⼗条第三項に定めるもののほか、この法律の施⾏に必要
な限度において、登録検査機関に対し、農産物検査の業務⼜は経理の状況に関し
報告をさせることができる。

（調査）
第三⼗⼀条 農林⽔産⼤⾂は、この法律の施⾏に必要な限度において、その職員
に、農産物の⽣産者、輸⼊業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者のほ場、事務
所、販売所、事業所、倉庫若しくは⼯場に⽴ち⼊り、農産物若しくは帳簿、書類
その他の物件を調査させ、⼜は関係者に質問させることができる。

２ 農林⽔産⼤⾂は、この法律の施⾏に必要な限度において、その職員に、登録検
査機関の事務所若しくは事業所に⽴ち⼊り、業務の状況若しくは帳簿、書類その
他の物件を調査させ、⼜は関係者に質問させることができる。

３ 前⼆項の規定により⽴⼊調査をする職員は、その⾝分を⽰す証明書を携帯し、
関係者の請求があつたときは、これを提⽰しなければならない。

４ 第⼀項⼜は第⼆項の規定による⽴⼊調査の権限は、犯罪捜査のために認められ
たものと解釈してはならない。

（聴聞の特例）
第三⼗⼆条 農林⽔産⼤⾂は、第⼆⼗四条第⼆項の規定による命令をしようとする
ときは、⾏政⼿続法（平成五年法律第⼋⼗⼋号）第⼗三条第⼀項の規定による意
⾒陳述のための⼿続の区分にかかわらず、聴聞を⾏わなければならない。

２ 第⼆⼗四条の規定による処分に係る聴聞の期⽇における審理は、公開により⾏
わなければならない。

３ 前項の聴聞の主宰者は、⾏政⼿続法第⼗七条第⼀項の規定により当該処分に係
る利害関係⼈が当該聴聞に関する⼿続に参加することを求めたときは、これを許
可しなければならない。

（農林⽔産⼤⾂に対する申出）
第三⼗三条 何⼈も、第⼗三条第⼀項の規定による表⽰が付され、⼜は同項の検査
証明書が交付された農産物が当該表⽰⼜は検査証明書の記載に係る農産物検査規
格に該当しないと認めるときは、農林⽔産省令で定める⼿続に従い、その旨を農
林⽔産⼤⾂に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

２ 農林⽔産⼤⾂は、前項に規定する申出があつたときは、必要な調査を⾏い、そ
の申出の内容が事実であると認めるときは、第⼆⼗三条に規定する措置その他の
適切な措置をとらなければならない。

（政府が輸⼊する⻨等に係る農産物検査）
第三⼗四条 政府は、次に掲げる⻨について品位等検査を受けるものとする。
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⼀ 政府の輸⼊を⽬的とする買⼊れに係る⻨で品位等検査を受けていないもの
⼆ 政府の所有に係る⻨であつて、第⼗五条第⼀項第⼀号⼜は第⼆号に掲げる場
合に該当するため品位等検査を受けていないものとみなされたもの

２ 第⼗四条第⼆項の規定は、前項第⼆号に掲げる⻨についての同項の品位等検査
について準⽤する。

３ 第五条第⼆項の規定は、政府の所有に係る⽶穀で品位等検査を受けたものにつ
いて準⽤する。

４ 第⼗条の規定は、政府の所有に係る農産物について準⽤する。

（農林⽔産⼤⾂による農産物検査の業務の実施）
第三⼗五条 農林⽔産⼤⾂は、登録検査機関が天災その他の事由により農産物検査
の業務の全部⼜は⼀部を実施することが困難となつた場合において必要があると
認めるときは、当該農産物検査の業務の全部⼜は⼀部を⾃ら⾏うことができる。

２ 農林⽔産⼤⾂は、前項の規定により農産物検査の業務を⾏い、⼜は同項の規定
により⾏つている農産物検査の業務を⾏わないこととするときは、あらかじめ、
その旨を公⽰しなければならない。

３ 農林⽔産⼤⾂が第⼀項の規定により農産物検査の業務を⾏うこととした場合に
おける農産物検査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、農林⽔産省令で定め
る。

４ 第⼀項の農産物検査の結果については、第三⼗三条第⼀項の規定による申出を
⾏うことができる。

５ 第⼀項の農産物検査の結果については、審査請求をすることができない。
６ 第⼀項の農産物検査の結果に不服がある者は、第三⼗三条第⼀項の規定による
申出に係る農林⽔産⼤⾂の処分⼜は不作為に対してのみ、⾏政事件訴訟法（昭和
三⼗七年法律第百三⼗九号）による訴えを提起することができる。

（⼿数料）
第三⼗六条 前条第⼀項の規定により農林⽔産⼤⾂の⾏う農産物検査を受けようと
する者は、実費を勘案して政令で定める額の⼿数料を納付しなければならない。

（都道府県が処理する事務）
第三⼗七条 この法律に規定する農林⽔産⼤⾂の権限に属する事務の⼀部は、政令
で定めるところにより、都道府県知事が⾏うこととすることができる。

（罰則）
第三⼗⼋条 次の各号のいずれかに該当する者は、⼀年以下の懲役⼜は百万円以下
の罰⾦に処する。
⼀ 第⼗三条第⼆項⼜は第三項の規定に違反した者
⼆ 第⼗五条第⼆項の規定に違反した者
三 第⼗六条の規定による処分を拒み、妨げ、⼜は忌避した者

第三⼗九条 第⼆⼗四条第⼆項の規定による業務の停⽌の命令に違反したときは、
その違反⾏為をした登録検査機関の役員⼜は職員は、⼀年以下の懲役⼜は百万円
以下の罰⾦に処する。

第四⼗条 次の各号のいずれかに該当する者は、五⼗万円以下の罰⾦に処する。
⼀ 第⼆⼗六条の規定に違反した者
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⼆ 第三⼗条第⼀項の規定による報告をせず、⼜は虚偽の報告をした者
三 第三⼗⼀条第⼀項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、⼜は同
項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第四⼗⼀条 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その⾏為
をした登録検査機関の役員⼜は職員は、五⼗万円以下の罰⾦に処する。
⼀ 第⼗七条第七項⼜は第⼋項の規定による届出をせず、⼜は虚偽の届出をした
とき。
⼆ 第⼆⼗五条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、⼜は帳簿を保
存しなかつたとき。
三 第三⼗条第⼆項の規定による報告をせず、⼜は虚偽の報告をしたとき。
四 第三⼗⼀条第⼆項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、⼜は同
項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第四⼗⼆条 法⼈の代表者⼜は法⼈若しくは⼈の代理⼈、使⽤⼈その他の従業者
が、その法⼈⼜は⼈の業務に関して、第三⼗⼋条⼜は第四⼗条の違反⾏為をした
ときは、⾏為者を罰するほか、その法⼈⼜は⼈に対しても各本条の罰⾦刑を科す
る。

附 則 抄

１ この法律は、公布の⽇から起算して四⼗⽇を経過した⽇から施⾏する。但し、
第六条の規定は、公布の⽇から施⾏する。

４ この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお、従前の例
による。

附 則 （昭和⼆七年五⽉⼆九⽇法律第⼀五⼋号） 抄

１ この法律の施⾏期⽇は、その公布の⽇から起算して六⼗⽇をこえない期間内に
おいて、政令で定める。

附 則 （昭和⼆七年六⽉⼀⼆⽇法律第⼀⼋六号） 抄

１ この法律は、公布の⽇から起算して四⼗⽇を経過した⽇から施⾏する。

附 則 （昭和⼆⼋年七⽉⼀五⽇法律第六⼀号）

この法律は、公布の⽇から施⾏する。

附 則 （昭和⼆九年三⽉三⼀⽇法律第四⼋号） 抄

１ この法律は、昭和⼆⼗九年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則 （昭和三七年五⽉⼀六⽇法律第⼀四〇号） 抄

１ この法律は、昭和三⼗七年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。

２ この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、こ
の法律の施⾏前に⽣じた事項にも適⽤する。ただし、この法律による改正前の規
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定によつて⽣じた効⼒を妨げない。

３ この法律の施⾏の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起するこ
とができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の
例による。

４ この法律の施⾏の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属
管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によ
る。

５ この法律の施⾏の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進⾏し
ている処分⼜は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。
ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の
規定による出訴期間より短い場合に限る。

６ この法律の施⾏前にされた処分⼜は裁決に関する当事者訴訟で、この法律によ
る改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、こ
の法律の施⾏の⽇から起算する。

７ この法律の施⾏の際現に係属している処分⼜は裁決の取消しの訴えについて
は、当該法律関係の当事者の⼀⽅を被告とする旨のこの法律による改正後の規定
にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申⽴てにより、
決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

８ 前項ただし書の場合には、⾏政事件訴訟法第⼗⼋条後段及び第⼆⼗⼀条第⼆項
から第五項までの規定を準⽤する。

附 則 （昭和三七年九⽉⼀五⽇法律第⼀六⼀号） 抄

１ この法律は、昭和三⼗七年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。

２ この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、こ
の法律の施⾏前にされた⾏政庁の処分、この法律の施⾏前にされた申請に係る⾏
政庁の不作為その他この法律の施⾏前に⽣じた事項についても適⽤する。ただ
し、この法律による改正前の規定によつて⽣じた効⼒を妨げない。

３ この法律の施⾏前に提起された訴願、審査の請求、異議の申⽴てその他の不服
申⽴て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施⾏後も、なお従前
の例による。この法律の施⾏前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下
「裁決等」という。）⼜はこの法律の施⾏前に提起された訴願等につきこの法律
の施⾏後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とす
る。

４ 前項に規定する訴願等で、この法律の施⾏後は⾏政不服審査法による不服申⽴
てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適⽤につ
いては、⾏政不服審査法による不服申⽴てとみなす。

５ 第三項の規定によりこの法律の施⾏後にされる審査の請求、異議の申⽴てその
他の不服申⽴ての裁決等については、⾏政不服審査法による不服申⽴てをするこ
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とができない。

６ この法律の施⾏前にされた⾏政庁の処分で、この法律による改正前の規定によ
り訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていな
かつたものについて、⾏政不服審査法による不服申⽴てをすることができる期間
は、この法律の施⾏の⽇から起算する。

８ この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例に
よる。

９ 前⼋項に定めるもののほか、この法律の施⾏に関して必要な経過措置は、政令
で定める。

附 則 （昭和四五年五⽉⼆三⽇法律第九⼆号） 抄

（施⾏期⽇）
１ この法律は、公布の⽇から起算して三⼗⽇をこえない範囲内において政令で定
める⽇から施⾏する。

附 則 （昭和五三年四⽉⼆四⽇法律第⼆七号） 抄

（施⾏期⽇）
１ この法律は、公布の⽇から施⾏する。

附 則 （昭和五三年七⽉五⽇法律第⼋七号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、公布の⽇から施⾏する。

附 則 （昭和五九年五⽉⼀⽇法律第⼆三号） 抄

（施⾏期⽇）
１ この法律は、公布の⽇から起算して⼆⼗⽇を経過した⽇から施⾏する。

附 則 （平成五年六⽉⼆⼀⽇法律第七七号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀⽉を経過した⽇から施⾏する。

附 則 （平成七年六⽉七⽇法律第⼀〇四号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して九⽉を超えない範囲内において政令で
定める⽇から施⾏する。

（罰則の適⽤に関する経過措置）
第⼆条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の
例による。

（政令への委任）
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第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施⾏に関して必要な経過措置は、
政令で定める。

附 則 （平成⼀⼆年四⽉⼆⼋⽇法律第五四号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、平成⼗三年四⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げ
る規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。
⼀ 次条の規定 平成⼗三年⼀⽉⼀⽇

（施⾏前の準備）
第⼆条 この法律による改正後の農産物検査法（以下「新法」という。）第⼗七条
第⼆項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施⾏前においても、
その申請を⾏うことができる。新法第⼆⼗⼀条第⼀項の規定による業務規程の届
出についても、同様とする。

（国の検査に関する経過措置）
第三条 農林⽔産⼤⾂は、この法律の施⾏の⽇から起算して五年を超えない範囲内
において政令で定める⽇までの間は、受検者（新法第⼗三条第⼀項の受検者をい
う。）の検査に対する需要及び登録検査機関の登録の状況を勘案して、農産物検
査を⾏うことができる。

２ 前項の規定により農林⽔産⼤⾂が農産物検査を⾏う場合においては、農林⽔産
⼤⾂を登録検査機関とみなして、新法第三条から第⼗条まで、第⼗⼆条、第⼗三
条、第⼗四条第⼆項、第⼗五条、第⼗六条及び第三⼗四条の規定（これらの規定
に係る罰則を含む。）を適⽤する。この場合において、新法第三⼗四条第⼀項中
「受ける」とあるのは「⾏う」と、同条第三項中「準⽤する」とあるのは「準⽤
する。この場合において、同項中「受ける」とあるのは「⾏う」と読み替えるも
のとする」と、同条第四項中「準⽤する」とあるのは「準⽤する。この場合にお
いて、同条中「受ける」とあるのは「⾏う」と読み替えるものとする」とする。

３ 第⼀項の農林⽔産⼤⾂が⾏う検査を受ける者は、実費を勘案して政令で定める
額の⼿数料を納付しなければならない。

４ 次に掲げる場合には、前項の規定は、適⽤しない。
⼀ ⽶穀を政府に売り渡し、⼜はその政府への売渡しを委託するため検査を受け
る場合
⼆ 輸⼊に係る農産物を政府に売り渡すため検査を受ける場合

５ 第三項の⼿数料の納付は、農林⽔産省令で定めるところにより、農産物検査印
紙をもってしなければならない。

６ 第⼀項の農産物検査の結果については、新法第三⼗三条第⼀項の規定による申
出を⾏うことができる。

７ 第⼀項の農産物検査の結果については、⾏政不服審査法（昭和三⼗七年法律第
百六⼗号）による不服申⽴てをすることができない。

８ 第⼀項の農産物検査の結果に不服がある者は、新法第三⼗三条第⼀項の規定に
よる申出に係る農林⽔産⼤⾂の処分⼜は不作為に対してのみ、⾏政事件訴訟法
（昭和三⼗七年法律第百三⼗九号）による訴えを提起することができる。
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９ 第三項から前項までに定めるもののほか、農林⽔産⼤⾂が⾏う検査に関する申
請その他の⼿続に関する所要の経過措置は、農林⽔産省令で定める。

（検査規格に関する経過措置）
第四条 この法律の施⾏の際現にこの法律による改正前の農産物検査法（以下「旧
法」という。）第六条第⼀項の規定により設定されている規格は、新法第⼗⼀条
第⼀項の規定により設定された農産物検査規格とみなす。

（施⾏前に請求があった検査に関する経過措置）
第五条 この法律の施⾏前に旧法第⼗⼀条第⼀項の規定による検査の請求があった
農産物の検査については、なお従前の例による。

（再検査に関する経過措置）
第六条 この法律の施⾏前に旧法の規定により⾏われた検査については、旧法第⼗
九条の規定は、なおその効⼒を有する。

（旧法の規定による検査に関する経過措置）
第七条 この法律の施⾏前に旧法の規定により⾏われた検査は、新法の相当規定に
より⾏われた検査とみなす。

（旧法の規定による表⽰等に関する経過措置）
第⼋条 この法律の施⾏前に旧法第⼗六条第⼀項の規定により付された表⽰⼜は同
項の規定により交付された検査証明書は、それぞれ新法第⼗三条第⼀項の規定に
より付された表⽰⼜は同項の規定により交付された検査証明書とみなす。

（罰則に関する経過措置）
第九条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の
例による。

附 則 （平成⼀五年六⽉⼀⼀⽇法律第七〇号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して三⽉を超えない範囲内において政令で
定める⽇から施⾏する。

附 則 （平成⼀五年七⽉四⽇法律第⼀〇三号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、平成⼗六年四⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次条、附則第三
条及び附則第⼋条の規定は、公布の⽇から施⾏する。

（罰則の適⽤に関する経過措置）
第七条 この法律の施⾏前にした⾏為及び附則第四条の規定によりなお従前の例に
よることとされる事項に係るこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤に
ついては、なお従前の例による。

（政令への委任）
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第⼋条 この附則に規定するもののほか、この法律の施⾏に関して必要な経過措置
は、政令で定める。

附 則 （平成⼀七年三⽉三⼀⽇法律第⼆⼀号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、平成⼗七年四⽉⼀⽇から施⾏する。

（その他の経過措置の政令への委任）
第⼋⼗九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措
置は、政令で定める。

附 則 （平成⼀⼋年六⽉⼆⼀⽇法律第九〇号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、平成⼗九年四⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次条及び附則第
七条の規定は、公布の⽇から施⾏する。

（罰則に関する経過措置）
第六条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の
例による。

（政令への委任）
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、
政令で定める。

附 則 （平成⼆三年六⽉⼀五⽇法律第六五号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して四⽉を超えない範囲内において政令で
定める⽇から施⾏する。

附 則 （平成⼆六年六⽉四⽇法律第五⼀号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、平成⼆⼗七年四⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲
げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。
⼀及び⼆ 略
三 第⼀条から第三条まで、第三⼗四条及び第三⼗五条の規定並びに附則第⼗六
条（登録免許税法（昭和四⼗⼆年法律第三⼗五号）別表第⼀第⼋⼗六号の改正
規定に限る。）の規定 平成⼆⼗⼋年四⽉⼀⽇

（処分、申請等に関する経過措置）
第七条 この法律（附則第⼀条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下こ
の条及び次条において同じ。）の施⾏前にこの法律による改正前のそれぞれの法
律の規定によりされた許可等の処分その他の⾏為（以下この項において「処分等
の⾏為」という。）⼜はこの法律の施⾏の際現にこの法律による改正前のそれぞ
れの法律の規定によりされている許可等の申請その他の⾏為（以下この項におい
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て「申請等の⾏為」という。）で、この法律の施⾏の⽇においてこれらの⾏為に
係る⾏政事務を⾏うべき者が異なることとなるものは、附則第⼆条から前条まで
の規定⼜はこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含
む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施⾏の⽇以後に
おけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適⽤については、この法律によ
る改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の⾏為⼜は申請等の⾏
為とみなす。

２ この法律の施⾏前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国⼜
は地⽅公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の⼿続をしなければならな
い事項で、この法律の施⾏の⽇前にその⼿続がされていないものについては、こ
の法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律
による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国⼜は地⽅公共団体の相当の機
関に対して報告、届出、提出その他の⼿続をしなければならない事項についてそ
の⼿続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律
の規定を適⽤する。

（罰則に関する経過措置）
第⼋条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の
例による。

（政令への委任）
第九条 附則第⼆条から前条までに規定するもののほか、この法律の施⾏に関し必
要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附 則 （平成⼆六年六⽉⼀三⽇法律第六九号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、⾏政不服審査法（平成⼆⼗六年法律第六⼗⼋号）の施⾏の⽇
から施⾏する。

（経過措置の原則）
第五条 ⾏政庁の処分その他の⾏為⼜は不作為についての不服申⽴てであってこの
法律の施⾏前にされた⾏政庁の処分その他の⾏為⼜はこの法律の施⾏前にされた
申請に係る⾏政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある
場合を除き、なお従前の例による。

（訴訟に関する経過措置）
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申⽴てに対する⾏政庁の裁
決、決定その他の⾏為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項
であって、当該不服申⽴てを提起しないでこの法律の施⾏前にこれを提起すべき
期間を経過したもの（当該不服申⽴てが他の不服申⽴てに対する⾏政庁の裁決、
決定その他の⾏為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当
該他の不服申⽴てを提起しないでこの法律の施⾏前にこれを提起すべき期間を経
過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例に
よることとされる場合を含む。）により異議申⽴てが提起された処分その他の⾏
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為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する
裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるも
のの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

３ 不服申⽴てに対する⾏政庁の裁決、決定その他の⾏為の取消しの訴えであっ
て、この法律の施⾏前に提起されたものについては、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）
第九条 この法律の施⾏前にした⾏為並びに附則第五条及び前⼆条の規定によりな
お従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施⾏後にした⾏為に対す
る罰則の適⽤については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）
第⼗条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要
な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附 則 （平成⼆七年五⽉⼆九⽇法律第三〇号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、平成⼆⼗七年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則 （令和四年六⽉⼀七⽇法律第六⼋号） 抄

（施⾏期⽇）
１ この法律は、刑法等⼀部改正法施⾏⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げ
る規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。

⼀ 第五百九条の規定 公布の⽇


